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 チャレンジ鹿児島労働局（１７年１２月） 
鹿 児 島 労 働 局 

〒892-0816 鹿児島市山下町 13－21 
℡ ０９９－２２３－８２７５ 

URL http://www.kagoshima.plb.go.jp 

 

１１月の有効求人倍率は０・５６倍と前月を０．０１ポイ

ント上回る。 

鹿児島県の本年１１月の有効求人倍率は０．５６倍となり、前月を０．０１

ポイント上回りました。 

 新規求人は、前年同月に比べサービス業（１２．８％増）、建設業（１３．

５％増）などが増加する一方、卸売小売業（１３．９％減）、医療福祉（５．

３％減）などが減少し、全体では１．７％の減少となりました。 

 また、新規求職者については、事業主都合離職求職者（４．１％減）などの

減少により、全体では０．６％の減少となりました。 

新規求人の減少は、臨時的求人の減少によるものであり、実質的には求人の 

緩やかな増加傾向は続いているものと判断しておりますが、今後の求人の動向

を注視していきたいと考えています。 

                              （職業安定部職業安定課） 

 

有効（新規）求人倍率の推移 
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「地区別高校生のための就職面接会」の開催                

厳しい就職環境にある高校生の就職活動を支援するため、鹿児島労働局・ 

ハローワークでは県等の共催により、１１月９日、鹿児島アリーナで、高校生 

５９２人と県内企業５６社が参加して、「高校生のための就職面接会」を開催 

したところですが、さらに支援を強化するため、下記のとおり「地区別高校生 

のための就職面接会」を開催します。 

 面接会の問い合せは、各主催ハローワークへ。 

 本局・ハローワークでは、引き続き、県や高校等と連携を図りながら、求人 

確保に努める等、一人でも多くの高校生が就職できるよう支援をしていきます。     

（職業安定部職業安定課） 

   

 主 催  

ﾊﾛｰﾜｰｸ 

開 催 日 時    名   称  開 催 場 所  備   考  

① 国  分  1 月 20 日 (金 ) 

13:30～ 16:30 

高 校 生 の た め の 就 職

面 接 会 in 国 分  

ホ テ ル 京 セ ラ  

隼 人 町 見 次1409-1 

ﾊ ﾛ ｰ ﾜ ｰ ｸ

大 口 と の 共 催

② 鹿  屋  2 月  1 日 (水 ) 

13:00～ 16:00 

鹿 屋 地 区 新 規 高 卒 者

就 職 面 接 会  

鹿 屋 商 工 会 議 所  

鹿 屋 市 新 川 町 600 番 地  

 

③ 大  隅  2 月  3 日 (金 ) 

13:30～ 6:00 

曽 於 地 区 新 規 高 等 学

校 卒 業 者 就 職 面 接 会

大 隅 中 央 公 民 館  

曽 於 市 大 隅 町 岩 川 6484-2 

 

 

 

  

 

「若者の人間力を高めるための国民運動」の「シンボルマー

ク」、「キャッチフレーズ」の活用について 

厚生労働省としては「若者の人間力を高めるための国民運動」を推進して

います。  

この取組みの一環として、先般、国民運動の「シンボルマーク」、「キャ

ッチフレーズ」が公募により決定されたところであり、若者の自立を支援す

る企業や行政機関等において、広く使用できることとなっていますので、ご

活用をお願いします。 

この「シンボルマーク」等の使用を希望する場合は、上記からダウンロー

ドが可能です。（http://www.wakamononingenryoku.jp/）          

（職業安定部職業安定課） 
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中野厚生労働副大臣が、鹿児島県を視察 

雇用失業情勢については、全国的には、厳しさが残るものの改善が進んで 

いますが、依然として改善がみられない地域もあるなど、地域差が大きい状況

であり、雇用情勢における「地域間格差」が問題となっています。 

このため、川崎厚生労働大臣の指示により、中野副大臣と岡田政務官が鹿児 

島など雇用情勢の厳しい６道県を視察し、経済・雇用情勢の問題点、活性化の

ための取り組み、国への要望等を把握し、対応策を取りまとめることとなりま

した。本県へは、１２月１２日、中野厚生労働副大臣が来鹿。伊藤県知事や  

竪山県経営者協会会長等と意見交換を行うとともに、ハローワーク鹿児島等を

視察しました。 

副大臣からは、「地域間格差の解消は、政治としても真剣に取り組む必要が

ある。厚生労働省が先頭になってやるが、地方も自らの力で雇用を創造しなけ

れば根本的な解決にならない。」等の発言がありました。              

今後、厚生労働省としては、今回の視察を踏まえ、雇用情勢の厳しい地域に

おける政府の対応策を検討の上、取りまとめることとしています。 

（職業安定部職業安定課） 

 

          

 ハローワーク鹿児島の視察  

 

 

 １２月１３日「労働者派遣事業派遣先研修会」を開催 

産業構造・企業活動や労働者の就業意識の変化に伴い、派遣労働者を受け 

入れる事業者が増加している中、派遣先の事業主や事務担当者を対象とした

「労働者派遣事業派遣先研修会」を、１２月１３日、「鹿児島県市町村自治会

館」で開催しました。 

研修会では、１５７名の出席者に対し、担当官から「派遣先事業主の講ずべ

き措置」や「労働安全衛生法等の適用」等について説明を行いました。 

鹿児島労働局では、引き続き、適正な派遣就業が確保されるよう指導・監督 

を推進していきます。             （職業安定部職業安定課） 
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 研修会の写真  

 

 

「雇用関連情報コーナー」のご案内 

ハローワーク鹿児島に、国や地方公共団体、独立行政法人、公益法人等が   

実施する雇用関連事業について、ワンストップで総合的な情報提供等を行う

「雇用関連情報コーナー」を設置しています。 

コーナーでは、各種助成金制度の活用のための相談・助言の実施など、ワン 

ストップでのサービス提供を行っています。 

また、平成１７年１２月２６日から「ハローワークインターネットサービス」 

を利用して、各機関が行う雇用関連情報を一括して検索することもできますの

で、ご利用ください。             （職業安定部職業対策課） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


